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千葉市火災予防条例の一部改正（案）に対する意見の概要と市の考え方 

番号 ご 意 見 の 概 要 ご意見に対する市の考え方 修正 

№１ 施設全館を禁煙とする。 

今回の改正は、個室型店舗

から火災が発生した際におけ

る利用者の人命安全を確保す

るための改正であり、喫煙等

に関しては条例第２３条に規

定しています。 

なお、喫煙等については、

個室型店舗において火災予防

上の観点から防火管理を適切

に実施していただくことが必

要と考えます。 

なし 

№２ 
個室ドアをスライド式／引

き戸を推奨するようにする。 

今回の改正は、個室型店舗

の 個 室 に 外 開 き 戸 が 設 け ら

れ、避難通路に面するものに

あっては、当該避難通路にお

け る 避 難 障 害 を 防 止 す る た

め、当該外開き戸は開放した

場合において自動的に閉鎖す

るものとする改正であり、そ

の趣旨をご理解いただきたい

と思います。 

なし 

№３ 

外開きの自動閉鎖扉は、①

１８０度外開きの場合は、そ

の位置で固定する、②通路へ

の は み 出 し １ ５ ㎝ 以 下 と す

る、③固定位置から外れた場

合は、６秒以内に戻るように

する。 

今回の改正は、個室型店舗

の 個 室 に 外 開 き 戸 が 設 け ら

れ、避難通路に面するものに

あっては、当該避難通路にお

け る 避 難 障 害 を 防 止 す る た

め、当該外開き戸は開放した

場合において自動的に閉鎖す

るものとする改正であり、そ

の趣旨をご理解いただきたい

と思います。 

なし 

 



番号 ご 意 見 の 概 要 ご意見に対する市の考え方 修正 

№４ 

分煙にする場合、出口側避

難経路側を塞ぐ配置にしない

様にする。 

今回の改正は、個室型店舗

から火災が発生した際におけ

る利用者の人命安全を確保す

るための改正であり、喫煙等

に関しては条例第２３条に規

定しています。 

なお、喫煙等については、

個室型店舗において火災予防

上の観点から防火管理を適切

に実施していただくことが必

要と考えます。 

なし 

№５ 

分煙にする場合、禁煙席と

喫煙席との間に防火・防煙扉

を配備させる。 

今回の改正は、個室型店舗

から火災が発生した際におけ

る利用者の人命安全を確保す

るための改正であり、喫煙等

に関しては条例第２３条に規

定しています。 

なお、喫煙等については、

個室型店舗において火災予防

上の観点から防火管理を適切

に実施していただくことが必

要と考えます。 

なし 

№６ 

遊興の用に供する個室とし

て含まない、個室型店舗を利

用する客が直接利用しない事

務室、物品庫、厨房等を規制

の対象に含める。また、客が

利 用 す る ト イ レ 、 洗 面 所 、

シャワー室等についても同様

に規制の対象とする。 

個室型店舗の利用客が直接

利用しない事務室、物品庫等

や客が利用するトイレ、シャ

ワー室等についても、遊興の

用に供する個室には含まれて

いません。 

したがって、個室型店舗に

おいて火災予防上の観点から

防火管理を適切に実施してい

た だ く こ と が 必 要 と 考 え ま

す。 

なし 



※ ご意見のほか、以下のご質問がありましたので、回答を掲載いたします。 

番号 ご 質 問 の 概 要 ご 質 問 に 対 す る 回 答 

№１ 
火災報知器の設置は義務付け

か？ 

自動火災報知設備の設置はすで

に義務付けとなっています。 

 


